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春
の
訪
れ

▼
各
集
落
に
温
泉
が
出

る
共
同
風
呂
が
あ
り
ま

す
。
冬
場
は
ぬ
る
く
て

加
温
し
ま
す
。
夏
場
は

熱
く
て
、
水
を
入
れ
て

温
度
調
節
を
し
ま
す
。気
持
良
く
、

人
と
の
会
話
も
あ
り
憩
い
の
場
所

で
も
あ
り
ま
す
。
月
一
回
の
共
同

風
呂
掃
除
が
あ
り
、
朝
五
時
か
ら

一
時
間
く
ら
い
か
か
り
ま
す
。
人

口
も
減
り
、
高
齢
化
も
進
み
い
つ

ま
で
維
持
で
き
る
か
、
今
後
の
課

題
で
す
。

▼
こ
の
度
、
支
部
組
合
は
共
済
会

に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

病
気
、
ケ
ガ
、
突
然
の
で
き
事
、

本
人
も
大
変
辛
い
、
苦
し
い
、
気

持
ち
が
沈
む
、
言
葉
だ
け
の
な
ぐ

さ
め
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
現
在
は
少
し
ず
つ
前
向
き

に
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
共
済
会
に

加
入
し
て
お
り
大
変
助
か
り
ま
し

た
。

▼
冬
が
少
し
長
く
感
じ
る
場
所
に

住
ん
で
い
ま
す
が
、
大
雪
だ
っ
た

周
り
の
雪
も
溶
け
始
め
、
も
う
少

し
で
畑
、
山
、
田
ん
ぼ
が
始
ま
り

ま
す
。
春
の
来
な
い
冬
は
な
い
の

で
、
除
雪
し
な
く
て
も
良
い
と
気

持
ち
も
楽
に
な
り
ま
す
。
支
部
組

合
も
総
会
、
日
帰
り
旅
行
と
行
事

が
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
協
力
に

支
え
ら
れ
な
が
ら
頑
張
っ
て
行
き

ま
す
。
人
口
減
、
少
子
化
、
高
齢

化
と
問
題
点
が
あ
り
ま
す
。
段
々

難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
組
合
の

良
さ
、
誰
し
も
が
病
気
、
ケ
ガ
等

が
無
い
様
願
っ
て
い
ま
す
。
共
済

会
の
大
切
さ
を
改
め
て
感
じ
て
い

ま
す
。
暖
か
い
春
に
向
か
っ
て
い

る
の
で
、
気
持
ち
も
明
る
く
な
り

ま
す
。
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◇第43回通常総代会開催
◇東海北信越美容研修会in福井
◇がん患者サポート美容師スキルアップセミナー
◇新潟県美容講師会のご案内
◇通知新潟市保健所・新潟県福祉保健部生活衛生課

まずは一度、ご体感ください

　

新
潟
県
美
容
業
生
活
衛
生
同
業
組
合
第
43
回
通
常
総
代
会
が
、
左
記
の
日
程
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

総
代
会
の
議
題
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
開
催
日
時
　
令
和
8
年
5
月
11
日
㈪

　
　
　
　
　
　
午
前
10
時
30
分
〜
　
通
常
総
代
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
会
　
　
場
　
パ
ス
ト
ラ
ル
長
岡

・
総
代
会
議
題

　
第
1
号
議
案
　
総
代
変
更
の
件

　
第
2
号
議
案
　
令
和
7
年
度
事
業
報
告
並
び
に
収
支
決
算
承
認
に
関
す
る
件

　
第
3
号
議
案
　
令
和
8
年
度
賦
課
金
額
及
び
徴
収
方
法
の
承
認
に
関
す
る
件

　
第
4
号
議
案
　‌�
令
和
8
年
度
事
業
計
画
並
び
に
収
支
予
算
（
案
）
承
認
に
関

す
る
件

　
第
5
号
議
案
　
借
入
金
最
高
限
度
額
承
認
に
関
す
る
件

　
第
6
号
議
案
　
役
員
給
与
承
認
に
関
す
る
件

　
第
7
号
議
案
　
振
興
計
画
の
変
更
認
定
申
請
に
関
す
る
件

　
第
8
号
議
案
　
そ
の
他 

　

‌�　

な
お
、
今
年
度
も
懇
親
会
は
中
止
と
し
、
功
寿
賞
並
び
に
ご
来
賓
の�

皆
様
方
の
ご
臨
席
を
お
控
え
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
の
で
、�

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

第
43
回
通
常
総
代
会
開
催

長岡市今朝白2丁目7番25号　TEL 0258-35-1305
※‌�駐車場の台数には限りがあります。公共交通機関のご利用、
　お乗り合わせをお願いします。

▲アクセス
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いつでもどこでも臨店講習！
RintenTVはきくや美粧堂が提供する

理美容師様のためのオンライン臨店講習動画サービスです。

動画視聴無料

豊富なコンテンツ！毎月動画が追加されます。

スマートフォン対応！いつでもどこでも24時間365日受講可能

短時間！要点をまとめた動画構成

気になる商品をピックアップ！商品特徴から使い方まで

【RintenTV】こちらからご確認いただけます。
https://rinten.micol.life/main

先日、SNSで話題を呼んだ「ルレクチェグミ」のニュースをご存じでしょう
か。ある農家が大口の失注により、4万5千個もの在庫を抱え窮地に立たされ
ていました。その状況を知ったスーパー「マスヤ味方店」の店長が、「農家さ
んを助けたい」と一心にインスタグラムで支援を呼びかけたのです。この善意
の輪は瞬く間に広がり、グミは完売。テレビでも報じられるほどの反響を呼び
ました。
私も先日実際に店舗へ伺ってみました。そこは決して大きな店構えではありま
せんが、独自の選品と熱のこもったＰＯＰに溢れた、実に個性的な空間でした。
驚くべきは、グミの完売後もなお、多くのお客様が次々と来店されていること
です。「誰かのために」と動いた店長の真摯な姿が、結果としてお店そのもの
のファンをさらに増やすことにつながったのだと感じます。
「情けは人の為ならず」とは、巡り巡って自分に返ってくるという意味です。損
得勘定ではなく、困っている誰かのために知恵を絞り、工夫を凝らす。その積
み重ねこそが、他にはない独自性となり、選ばれる理由になるのだと改めて学
ばされました。弊社もより美容業界に寄り添える会社でありたいと思います。

■ 情けは人の為ならず

株式会社  NODA http://www.noda-salon.com

が
ん
患
者
サ
ポ
ー
ト

�

美
容
師
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
！

�

須
走　
佳
代
子
（
新
潟
東
支
部
）

　

が
ん
患
者
サ
ポ
ー
ト
美
容
師
ス
キ

ル
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
で
抗
が
ん
剤
治

療
中
の
お
客
様
と
の
向
き
合
い
方
、

医
療
用
ウ
ィ
ッ
グ
の
取
り
扱
い
と

カ
ッ
ト
方
法
を
学
び
ま
し
た
。
カ
ッ

ト
は
産
毛
の
作
り
方
な
ど
実
践
的
に

教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

三
年
前
に
認
定
さ
れ
て
、
病
気
に

な
っ
た
と
相
談
し
て
く
だ
さ
る
お
客

様
に
「
髪
の
こ
と
は
私
に
任
せ
て
く

だ
さ
い
。」
と
お
伝
え
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。「
が
ん
患
者
サ
ポ
ー

ト
美
容
師
」
の
知
識
と
肩
書
き
が
私

を
さ
さ
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー

は
さ
ら
に
私
達
が
ん
患
者
サ
ポ
ー
ト

美
容
師
達
を
強
く
し
て
く
れ
ま
し

た
！
ま
た
お
客
様
の
い
ざ
と
い
う
時

の
お
力
に
な
れ
る
と
思
い
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

サ
ポ
ー
ト
美
容
師

�

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
に

�

参
加
し
て

�

本
間　
美
智
子
（
佐
渡
支
部
）

　

セ
ミ
ナ
ー
か
ら
帰
り
、
い
ろ
い
ろ

や
り
足
り
な
い
所
を
カ
ッ
ト
や
セ
ッ

ト
し
て
、
自
分
で
被
っ
て
い
ま
す
。

自
毛
が
あ
っ
て
も
浮
い
て
き
そ
う
で

す
。
元
々
く
せ
毛
な
の
で
動
き
を
つ

け
た
ウ
ィ
ッ
グ
は
な
じ
み
や
す
く
嬉

し
い
で
す
。
が
、
少
し
圧
迫
感
が
あ

り
、
一
日
中
は
厳
し
い
な
、
気
温
が

上
が
れ
ば
不
快
感
も
増
す
と
思
い
ま

す
。

　

治
療
に
加
え
ウ
ィ
ッ
グ
の
ス
ト
レ

ス
も
始
ま
る
人
に
、
ス
タ
ー
ト
を

ち
ゃ
ん
と
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
あ
げ
た

い
と
感
じ
ま
し
た
。
写
真
を
携
帯
に

残
す
こ
と
も
説
明
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

丁
寧
な
講
習
で
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

が
ん
患
者
サ
ポ
ー
ト
美
容
師

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー

�
令
和
８
年
３
月
23
日
（
月
） 

理
美
容
会
館

　

認
定
更
新
を
併
催
と
し
、
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

30
名
の
方
が
更
新
と
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
残
念
な
が
ら
、
令
和
６
年
３
月
以
来
養
成
研
修
が
行
え
て
い
ま
せ
ん
。

令
和
８
年
度
も
養
成
研
修
を
開
催
す
る
予
定
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー

�

に
参
加
し
て

�

阿
部　
瑞
枝
（
柏
崎
支
部
）

　

病
気
前
と
な
る
べ
く
変
わ
ら
な
い

『
日
常
生
活
』
を
過
ご
す
た
め
、
見

た
目
に
変
化
が
少
な
い
事
は
と
て
も

重
要
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

就
学
や
就
労
の
継
続
に
影
響
な

く
精
神
的
に
も
安
定
し
て
ほ
し
い
。

そ
の
た
め
の
一
つ
と
し
て
医
療
用

ウ
ィ
ッ
グ
の
着
用
も
あ
る
と
思
っ
て

い
ま
す
。
な
ら
ば
で
き
る
だ
け
ナ

チ
ュ
ラ
ル
に
見
え
る
ヒ
ン
ト
を
た
く

さ
ん
頂
き
た
く
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
さ

せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

セ
ミ
ナ
ー
で
は
フ
ル
ウ
ィ
ッ
グ
を

〝
自
分
に
似
合
う
よ
う
に
制
作
す
る
〟

と
い
う
課
題
の
も
と
ス
タ
ー
ト
。
ま

ず
箱
か
ら
出
し
た
ら
ブ
ロ
ー
を
し
て

形
作
る
の
で
す
が
、
同
じ
型
番
な
の

に
参
加
者
皆
違
う
ス
タ
イ
ル
に
！
つ

ま
り
最
初
の
技
術
一
つ
で
も
自
分
の

一
部
に
近
づ
く
の
で
す
。
さ
ら
に
う

ぶ
毛
を
作
り
、
毛
量
を
減
ら
す
や
り

方
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
過
去
の
研
修
で

習
っ
た
や
り
方
で
な
い
や
り
方
も
あ

り
、
根
元
か
ら
セ
ニ
ン
グ
を
お
も

い
っ
き
り
入
れ
る
や
り
方
は
目
か
ら

ウ
ロ
コ
で
し
た
。
ち
ぢ
れ
毛
の
修
正

や
サ
イ
ズ
の
詰
め
方
は
早
速
実
践
。

　

最
後
に
、
未
熟
な
私
で
す
が
、
寄

り
添
え
る
サ
ポ
ー
ト
美
容
師
を
目
指

し
ま
す
。

このように役に立つ事業
が盛り沢山です。会員は
それぞれ夢の実現に向
かって進む仲間です。あ
なたも私たちと手を携え
て前進しましょう。

●入会資格 ●会費
新潟県美容組合の組合員及び
従業員で美容師免許をお持ち
の方

年会費　10,000円

入会の申し込み、お問い合わせは新潟県美容組合まで

新潟県美容講師会は、新潟県美容組合傘下の技術団体です。全国レベルの競技会やショーにい
つも出場しているベテランから、美容師としての経験は浅くても自分の技術をレベルアップした
い若手までが集まっています。ここで新潟県美容講師会の主な事業の一部をご紹介しましょう。

◆トップマスターズ関係◆
全日本美容講師会が年一回行うトップマスターズモード（TM）発表会。
この発表会の創作帯結びを出場者が講師となり講師会員を対象に講習会を開催してい
ます。組合から依頼され、県内で開催される発表・講習会（技術普及講習会）の講師
も務めます。

◆講師活動◆
新潟県美容組合の実技研修会講師や各支部での講習会講師への道が開かれます。

◆全国への道◆
新潟県美容講師会を通じて全日本美容講師会へ入会できます。入会すると全国TM発
表会へ出演できる他、ヘア創作委員、着付最高師範などの資格が取得できます。

◆着物のつどい◆
着物ばなれと言われる昨今、美容師自身が着物を着て、日本の古き良き伝統である、
着物を着る楽しさ、美しさを街行く人に伝えようと年 1回開催しています。

•••• 新潟県美容講師会のご案内 ••••

紹
介
者
様
に
は
奨
励
金
と
し
て

５
，０
０
０
円
進
呈

組
合
新
規
加
入
者

紹
介
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

組
合
本
部
事
務
所
へ
の
各
共
済
に
関
す
る
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ
は

午
前
10
時
か
ら
午
後
4
時
ま
で
に
お
願
い
致
し
ま
す
。
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新潟市保健所から

新潟市美容師法施行条例が改正され、従事者の個人情報保護のため、令和 ８年 ４
月 １日より、新潟市内の美容所では美容師免許証の掲示が不要となりました。

（美容師免許証の掲示）
第 ７条　‌�美容所の開設者は，その美容所において現に美容の業務に従事する者（美

容所の開設者を含む。）に係る美容師免許証又は美容師免許証明書を美容所
の入口その他の客の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

⇩
＜削　除＞

新潟県福祉保健部生活衛生課より
出張美容（出張理容）に関する衛生等管理要領の一部改正等について 【美容部分】

厚生労働省から下記 １のとおり通知等があり、本県における取扱いを下記 ２のとお
りとします。

記
１ 厚生労働省からの通知等 
⑴　‌�令和 ８年 ３月26日付け健生発0326第 １ 号厚生労働省健康・生活衛生局長通知 「出
張美容に関する衛生等管理要領の一部改正について」 

⑵　‌�令和 ８年 ３月26日付け健生衛発0326第 １ 号厚生労働省健康・生活衛生局生活衛
生課長通知 「美容師法施行令第 ４条第 １号に基づく出張美容の対象等について
（一部改正）」 

⑶　‌�令和 ８年 ３月26日付け厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課事務連絡 「美容
師法施行令第 ４条第 １号に基づく出張美容の対象について（改定）」 

⑷　‌�令和 ８年 ３月26日付け健生衛発0326第 ２ 号厚生労働省健康・生活衛生局生活衛
生課長通知 「出張美容に関する条例等の制定状況等について（情報提供）」 

２  本県における取扱い 
⑴　‌�出張して業を行う場合の免許証等の持参・提示について 
　　‌�美容師は、出張して業を行う場合には、新潟県美容師法施行条例第 ４条第 ４項
に定めるとおり出張業務携帯票を携帯するとともに、利用者等から求めがあっ
た場合にはそれを提示すること。 

⑵　‌�出張して業を行う場合の対象について 
　　‌�美容師法施行令第 ４条第 １号及び第 ２号の取扱いは、 １の⑵及び⑶の通知等に

よるものとする。
　➡①　‌�疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護

状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、
社会通念上、美容所に来ることが困難であると認められるもの

　　②　‌�自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態に
ある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政
等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅
等に育児又は介護を受けている家族を残して美容所に行った場合には、当
該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの

　　③　‌�演劇、演芸、テレビに出演する者等に対して、その出演の直前に施術を行
うことが必要と認められるもの

（別添）
出張美容（出張理容）に関する衛生管理要領
第 １　目的 
　　　‌�この要領は、出張美容に関する作業環境、携行品等の衛生的管理及び消毒

並びに従業者の健康管理等の措置により出張美容に関する衛生の確保及び
向上を図ることを目的とする。 

第 ２ 　作業環境 
　 １ 　‌�不特定多数が利用する施設等において出張美容を行う場合には、作業及び

衛生保持に支障を来さないよう、不特定多数が出入りする場所から区分さ
れた専用の作業室などにおいて行うことが望ましいこと。 

　 ２ 　‌�作業場の床及び腰張りは、コンクリート、タイル、リノリウム、板等の不
浸透性材料を使用した構造が望ましいこと。これによらない場合は、ビニー
ルなど不浸透性材料のシートの上で作業を行うこと。 

　 ３ 　‌�作業場内は、不必要な物品等が近くにないところが望ましいこと。 
　 ４ 　‌�作業場内の採光、照明及び換気を十分にすること。 
第 ３ 　携行品等 
　　　出張美容を行う際には、次の器具等を携行すること。 
　 １ 　‌�洗浄及び消毒済みのはさみ等の美容器具と、これらを衛生的かつ安全に収

納できるもの 
　 ２ 　‌�使用済みのはさみ等の美容器具を、安全に収納できるもの 
　 ３ 　‌�消毒された布片類・タオルと、これらを衛生的に収納できるもの 
　 ４ 　‌�外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料 
　 ５ 　‌�手洗いに必要な石ケン、消毒液等 
第 ４ 　管理 
　 １ 　作業環境の管理
　　⑴　‌�作業場内には、みだりに犬（身体障害者補助犬を除く。）、猫等の動物を

入れないこと。
　　⑵　‌�作業終了後は、作業場の清掃を十分行い、清潔にすること。  
　 ２ 　携行品等の管理
　　⑴　‌�洗浄及び消毒済みの器具類等は、使用済みのものと区別して、収納ケー

ス等に保管すること。
　　⑵　‌�使用済みのかみそり（頭髪のカットのみの用途（レーザーカット）に使

用するかみそりを除く。以下同じ。）及びかみそり以外の器具で、血液
の付着しているもの又はその疑いのあるものは、それ以外の使用済みの
器具と区別して、丈夫な容器に保管し、適切な処置を行うこと。取扱い
の際は、器具の突き刺し事故に注意すること。 

　 ３ 　従業者の管理
　　　‌�営業者は、常に従業者の健康管理に注意し、従業者が感染症、感染性の皮

膚疾患にかかったときは、当該従業者を作業に従事させないこと。 
第 ５ 　衛生的取扱い等 
　 １ 　‌�作業室には、施術中の客及び介助者以外の者をみだりに出入りさせないこ

と。 
　 ２ 　‌�作業中、従業者は清潔な外衣（白色又はこれに近い色で汚れが目立ちやす

いもの）を着用し、顔面作業時には清潔なマスクを着用すること。 
　 ３ 　‌�従業者は、常につめを短く切り、客 １人ごとの作業前及び作業後には手指

の洗浄を行い、必要に応じて消毒を行うこと。 
　 ４ 　‌�作業場においては、喫煙及び食事をしないこと。 
　 ５ 　‌�皮膚に接する器具類は、客 １人ごとに消毒した清潔なものを使用すること。
　 ６　‌�皮膚に接する器具類は、使用後に洗浄し、消毒すること。 
　 ７ 　‌�皮膚に接する布片類は、清潔なものを使用し、客 １人ごとに取り替えるこ

と。 
　 ８ 　‌�使用後の布片類は、他のものと区別して収納すること。帰宅後、洗剤等を

使用して温湯で洗浄することが望ましいこと。 
　 ９ 　‌�蒸しタオルは消毒済みのものを使用すること。 
　10　‌�客用の被布は、使用目的に応じて区別し、清潔なものを使用すること。 
　11　‌�作業に伴って生ずる毛髪等の廃棄物は、客 １人ごとに清掃すること。 
　12　‌�毛髪等の廃棄物は、ふた付きの専用容器や丈夫な袋などに入れ、適正に処

理すること。 
　13　‌�皮膚に接しない器具であっても汚れやすいものは、客 １人ごとに取り替え

又は洗浄し、常に清潔にすること。 
　14　‌�感染症、感染性の皮膚疾患の患者又はその疑いのある者を扱う場合には、

マスク、手袋等予め防護措置をとること。また、このような者を扱ったと
きは、作業終了後、従業者の手指及び使用した器具等の消毒を特に厳重に
行うこと。器具等の消毒については、感染症法に基づく消毒・滅菌の手引
き（ 令和 ４年 ３月１１日健感発第0311第 ８ 号厚生労働省健康局結核感染症課
長通知）等を参考にすること。 

　15　‌�パーマネントウエーブ用剤、染毛剤等の使用に当たっては、医薬部外品及
び化粧品として、薬事法による承認を受けたものを適正に使用し、その安
全衛生に十分留意すること。また、使用によってアンモニア等のガスが発
生する場合には、特に排気に留意すること。 

第 ６ 　消毒 
　　　‌�美容所における衛生管理要領（昭和５６年 ６ 月 １ 日付け環指第９５号厚生省環

境衛生局長通知）に準じること。 
第 ７ 　自主管理体制 
　 １ 　‌�衛生管理責任者の設置 
　　　‌�美容師法第１２条の ３第 １項の規定に該当しない営業者が出張美容を行う場

合において、常時 ２人以上の美容師を出張美容に従事させる場合には、事
務所等の設備、器具等の衛生の点検管理、従業員の感染症罹患の有無の確
認、従業員の衛生教育等を行う衛生管理責任者として、美容師法第１２条の
３第 ２項の規定に基づく管理美容師の資格を有する者を置くことが適当で
あること。 

　 ２ 　‌�衛生管理要領の作成及び周知 営
　　　‌�業者又は衛生管理責任者は、出張美容に係る作業環境や取扱い等に係る具

体的な衛生管理要領を作成し、従業員に周知徹底すること。 
　 ３ 　免許証等の持参・提示
　　　‌�出張美容を行う際には、美容師であることを証明するもの（免許証の本証

又は写し）を持参し、利用者等から求めがあった場合にはそれを提示する
こと。

出張美容の実施にあたっての留意点
　①　‌�原則として理容所又は美容所で行わなければならないとされている趣旨を十

分に踏まえること
　②　‌�「出張美容（出張理容）に関する衛生管理要領」（以下、「衛生管理要領の別添」）

に示す作業環境、携行品等の衛生管理及び消毒等を遵守すること
　③　‌�出張美容の対象とならない者に対して、出張美容を行うことは、美容師法違

反となる
　④　‌�自宅等で、常時、家族である乳幼児の育児または重度の要介護状態にある高

齢者等の介護を行っている者の出張美容を行う場合にあっては、施術を受け
る者の監護下にある者に事故等が生じないよう留意すること
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事業部からのお知らせ
ZENBIは全美連（厚生労働大臣認可）の
オフィシャルマガジンです
○サロンの経営講座を判りやすく解説
○世界各地より発信の海外ヘア情報
○連合会の各種事業や組織活動　○お客様との会話、話題情報
○各県の行事、事業の紹介　○美容師試験、最新情報
　年間購読料　￥4,224（送料・消費税込み）

お申込みは　組合事務局へ　025-223-0991サロンに1冊

共済・保険の請求先のご案内
①�共済会給付金申請（請求期限は事由

発生から 6 ヶ月以内）
　　支部長へご連絡下さい
②�総合福祉共済給付金申請（請求期限

は事由発生から 1 年以内）
　　�総合福祉共済ご加入者の方は組合
へご連絡下さい

③�賠償責任保険請求
　　支部長へご連絡下さい

給付項目 件数 給付金額（円）
1. 火災見舞金 0 0
2. 災害見舞金 0 0
3. 死亡弔慰金 1 70,000
4. 配偶者死亡弔慰金 0 0
5. 傷病見舞金（7日以上入院） 5 100,000
6. 慰労金 2 160,000
7. 退職慰労金 2 100,000

計 10 430,000

●共済会　給付金
　　（請求期限：事由発生から 6 ヶ月以内）

※総合福祉共済の特別給付金の支払い迄には、
1ヶ月〜1ヶ月半かかります。ご了承ください。

給付項目 対象者
還暦祝金 昭和41年 5 月生まれ
古希祝金 昭和31年 5 月生まれ
銀婚祝金 平成13年 5 月入籍
金婚祝金 昭和51年 5 月入籍
※�結婚・出産などの祝金、入院等の見舞金・人間
ドック補助金はその都度ご請求ください。

※�給付金を請求される際は、申請手続がスムーズ
に行えるよう記入漏れ・書類の添付忘れがない
かもう一度ご確認ください。

給付項目 件数 給付金額（円）
1. 配偶者死亡弔慰金 0 0
2. 子供死亡弔慰金 0 0
3. 入院療養見舞金 1 20,000
4. 結婚祝金 0 0
5. 第 1 子誕生祝金 0 0
6. 子供誕生祝金 1 20,000
7. 銀婚祝金（入籍後25年） 2 40,000
8. 金婚祝金（入籍後50年） 0 0
9. 還暦祝金（満60歳） 0 0
10. 古希祝金（満70歳） 1 10,000
11. 長寿祝金 0 0
12. 人間ドック補助金 21 176,620

計 26 266,620

令和 7年度　各種給付状況（ 3月）

●全美連総合福祉共済　特別給付金
　　（請求期限：事由発生から 1 年以内） 総合福祉共済 5 月の特別給付金対象者

令和 7年 5月 1日以前に加入の方が該当です。
事由発生日以前の請求は出来ませんのでご注意ください。

総合福祉共済 5 月の振替日
ゆうちょ銀行以外の金融機関………… 5月22日㈮
ゆうちょ銀行…………………………… 5月27日㈬
※口座へのご入金は前営業日までにお願い致します。

償 還 期 限 基準利率 特別利率A 特別利率C 特別利率F 償 還 期 限 基準利率 特別利率A 特別利率C
5年以内

2.40〜3.00 2.00〜2.60 1.60〜2.10

2.50

12年超 13年以内
3.00〜3.60 2.60〜3.20 2.10〜2.70

5年超　6年以内 13年超 14年以内
6年超　7年以内 2.50〜3.10 2.10〜2.70 1.60〜2.20 14年超 15年以内 3.10〜3.70 2.70〜3.30 2.20〜2.80
7年超　8年以内 2.60〜3.20 2.20〜2.80 1.70〜2.30 15年超 16年以内

3.20〜3.80 2.80〜3.40 2.30〜2.90
8年超　9年以内

2.70〜3.30 2.30〜2.90 1.80〜2.40
16年超 17年以内

9年超  10年以内 17年超 18年以内 3.30〜3.90 2.90〜3.50 2.40〜3.00
10年超 11年以内 2.80〜3.40 2.40〜3.00 1.90〜2.50 18年超 19年以内

3.40〜4.00 3.00〜3.60 2.50〜3.10
11年超 12年以内 2.90〜3.50 2.50〜3.10 2.00〜2.60 19年超 20年以内

区 分 適用施設設備等
基 準 利 率 設備資金（非組合員に適用）運転資金（返済期間：7 年以内）
特別利率A 振興事業運転資金（標準営業約款登録営業者） 特別利率C 振興事業設備資金（組合員に適用）

特別利率F 生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付（無担保・無保証融資）〈融資限度額：2,000 万円〉
設備資金・運転資金（返済期間：10年以内　据置期間：２年以内）

生活衛生資金貸付利率一覧表 （適用日：令和 8年 4月 1日、年利：％）

一定の会計書類を備え、「振興事業に係る事業計画書」を策定し、組合の確認を受けた場合、利率が引下ります。
　ア．設備資金：特別利率Ｃ→特別利率Ｃ− 0.15％　　イ．運転資金：基準利率→基準利率　− 0.15％

「一定の会計書類」とは…（1）原則、税務署の収受印のある「青色申告書」
（2）白色申告者の場合は「白色申告書」　（3）決算実績がない営業者又は開業予定者は「創業計画書」

原則として、保証人は不要です。
上記の金利は、「担保を提供する融資を希望される方」に適用されます。審査によって金利が決定します。

「担保を不要とする融資を希望される方」は上記の金利に 0.3％以上上乗せになります。

 5月11日㈪ 第43回通常総代会� パストラル長岡

    　25日㈪ 着付師社内検定学科事前講習� 理美容会館

※組合事務局ゴールデンウィーク休業のお知らせ
4 月29日㈬、 5月 4日㈪〜 6日㈬の業務を休止させていた
だきます。よろしくお願いいたします。（カレンダー通りです）


